
                                 ２月定例会 

- 1 -                

 

平成 29年２月平戸市教育委員会定例会会議録 

 

区 分  

日  時 平成 29年２月 23日(木) 午前９時 30分開会 午前 11時 26分閉会 

場  所 平戸市役所本庁４階 会議室 

出席委員 
末吉幸徳委員、松本美穗子委員、吉田あつ子委員、筒井清信委員、 

小川茂敏教育長 

出 席 者 
佐々木教育次長兼教育総務課長、入口学校教育課長、田中生涯学習課長、 

野口文化交流課長、石山総務施設班長（教育総務課） 

 

発言者 質疑等 

 

教育次長

兼教育総

務課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(日程第１開会) 

 ただ今から、平成 29 年２月平戸市定例教育委員会を始めさせていただ

きます。 

教育長あいさつをお願いいたします。 

 

おはようございます。本日は、皆様にはご多忙のところご出席いただき

ありがとうございました。 

さて、19日の教育委員会表彰の折には、委員の皆様ご出席いただきまし

てありがとうございました。永年にわたり学校教育の向上、社会教育及び

文化の振興に多大なるご貢献をいただきました方々、また、文化スポーツ

それぞれに優秀な成績を収めた方々など、個人 43人、団体 10団体を表彰

させていただきました。 

また、教職員の人事異動でございますが、協議を重ねて参りました結果、

概ね固まったようであります。明日に地区別教育長会が開催される予定と

なっておりますので、その結果を受けて 28 日に臨時教育委員会を開催さ

せていただき、本市教育委員会として決定をさせていただきたいと思って

おります。 

新年度予算につきましては、学校教育関係では、ICT 教育の充実を目指

して、多額の予算要求をしたところですが、予定より少しスピードを落と

し、将来に亘って持続可能な予算執行とすることとなりました。とは言え、

タブレットの導入や小学校のデジタル教科書の導入等を図ることといた

しました。また、社会教育費については、今年が生涯学習都市宣言からち

ょうど 10 年目の記念すべき年となりますことから、記念大会経費を計上

しております。 

３月６日から定例市議会が開催されます。その関係もありまして、今日
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教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

両委員 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

委員一同 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は多くの議案を提出しております。ご審議の程、宜しくお願いいたします。 

それでは、日程に沿って教育委員会を進めさせていただきます。 

 

（日程第２ 議事録署名委員の指名について） 

日程第２議事録署名委員の指名についてでありますが、２月会議録署名

委員に末吉委員と吉田委員を指名させていただいてよろしいでしょうか。 

 

 はい。 

 

それでは、２月会議録署名委員に末吉委員と吉田委員を指名させていた

だきます。 

 

（日程第３ 会議録の承認について） 

日程第３、会議録の承認でありますが、１月定例教育委員会の議事録は

事前に送付しておりましたので、ご確認いただいていると思います。 

内容について何かございますか。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

 

異議がないようですので、ご承認ということでよろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

ありがとうございました。会議録は承認されました。 

 

（日程第４ 教育長報告について） 

次いで、日程第４ 教育長報告です。 

主なものについてご報告します。 

１月 31日に平成 29年度当初予算の市長査定が行われました。学校教育

においては ICT関連予算、社会教育関係では生涯学習都市宣言の記念行事

予算についての査定でありました。 

２月１日から３日にかけて、教育長人事ヒアリングや都市教育長会が長

崎市で行われました。 

３日の中野小学校 PTA陳情とありますのは、同校にあります相撲場の柱

補修の経費補助の要望でありました。 

４日、市内小中学校 PTA研修会が未来創造館で開催されました。 

５日、公民館大会が開催され、約 450名の参加がありました。 

６日、市中体連陸上競技要望とありますのは、中体連陸上競技のあり方

についての要望でございます。このことについては、後程協議をお願いし
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育次長

兼教育総

務課長 

 

 

 

 

 

 

 

たいと思っております。 

12日、恒例の「いきつきロード 2017大会」に出席しました。 

15日、第３ブロック初任研運営委員会・連絡研修会に出席しました。平

戸・松浦市の初任小中教職員 20 名の初任者研修の最終であり、それぞれ

に感動的な報告がありました。 

17日、初任者研修実施協議会が大村市の教育センターで行われました。 

17日から 19日にかけて、県下一周駅伝が行われました。18日は平戸港

が再スタートでした。 

今後の予定ですが、２月 24 日に地区教育長会、教職員人事の内示を受

け取る予定です。同じく午後からは市文化財審議会開催の予定です。 

28日、人事案件で臨時教育委員会を開催できればと思っております。 

３月６日から市議会３月定例会開会の予定です。 

15 日中学校、17 日小学校の卒業式です。委員の皆様には、教育委員会

告辞をお願いいたします。担当校につきましては、後程協議させていただ

きます。 

以上で報告を終わります。 

 

何かお尋ねはございますか。 

  

（「ありません。」の声あり。） 

 

それでは次に進めさせていただきます。 

 

（日程第５ 議事について） 

続いて、日程第５議事に移ります。 

第３号議案、議会の議決を経るべき議案についての意見の申し出につい

てを議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

 

第３号議案 議会の議決を経るべき議案についての意見の申し出につ

いて資料を基に説明させていいただきます。 

この案件は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条の規定

により、議会の議決を経るべき事件の議案について、教育委員会の意見を

きくものです。 

一つ目に、学校給食費の公会計化に伴う提案といたしまして、「平戸市

学校給食費条例を制定する条例」でありますが、この条例は、平成 29 年

４月１日から学校給食費を公会計化するにあたり、事務処理等を円滑に図

るため、条例を制定するものでございます。 

説明省略 
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教育長 

 

委員 

 

 

 

教育次長

兼教育総

務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

教育次長

兼教育総

務課長 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育次長

兼教育総

務課長 

 

 

教育長 

 

 

何かご質問はございませんか。 

 

PTA役員等で話し合いはあっているようですが、保護者まで詳しい話は

まだあっておりませんが。生月地区、大島地区でやっているPTA組織によ

る徴収はどうなるのですか。 

 

PTA組織による徴収については、現在、生月地区、大島地区において行

われております。この件については、何年も前から共同調理場運営委員

会のなかで議論して参りました。今般、生月・大島地区のPTAに理解をい

ただき、公会計化とあわせて口座振替に移行することとしております。 

保護者への通知については、出来るだけ早くとは考えておりますが、

議会等との関連もあり現時点では保護者通知を控えている状況です。 

公会計化への移行にあわせて、児童生徒の全世帯を口座振替に移行し

たいと考えているところでございまして、保護者の同意も必要と考えて

おります。 

公会計化については慎重に対応していきたいと思っております。 

 

口座引き落しの手続きは個人で届け出することになるとは聞いていま

すが、引落としはいつから開始になりますか。 

 

来年度は５月を初回として毎月月末頃に引き落とす予定となっており

ます。 

 

 

その他ご質問はございませんか。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

 

続いて、「平戸市公民館条例の一部を改正する条例」について、事務局の

説明を求めます。 

 

子どもの居場所づくりなどの便宜を図るため、平成 29 年４月１日から

中部公民館の土曜日、日曜日、祝日の休館を開館とし、北部、南部公民館

と合わせるものです。 

説明省略 

 

 事務局から説明がありましたが、意見、質問はございませんか。 

 



                                 ２月定例会 

- 5 -                

 

委員 

 

教育次長

兼教育総

務課長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育次長

兼教育総

務課長 

 

 

教育長 

 

委員 

 

生涯学習

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

何がどう変わったのかを分かりやすく説明をお願いします。 

 

これまで北部、中部、南部公民館及び生月中央公民館の休館日は、土曜、

日曜、国民の休日、年末年始でした。田平中央公民館と大島村公民館は、

年末年始が休館日でした。これが改正後になりますと、北部及び中部公民

館は、年末年始のみの休館となります。南部公民館については、土・日は

開館するが、国民の休日と年末年始は休館となります。 

生月、田平、大島については、従来と変わらないということになります。 

以下、説明省略 

 

その他ご質問はございませんか。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

 

 次に、「平戸市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例」について

事務局の説明を求めます。 

 

これは、平戸市公民館条例の一部を改正する条例に関連して、平戸市ふ

れあいセンターについて、平成 29 年４月１日から中部公民館の土曜日、

日曜日、祝日の休館を開館とするものです。 

説明省略 

 

事務局から説明がありましたが、意見、質問はございませんか 

 

北部公民館も変わったのですか。 

 

中部地区のふれあいセンターの中に中部公民館があります。ですから、

このふれあいセンターという施設自体の休館日についてこの条例で触れ

ております。現在、ふれあいセンターは、土・日・祝日が休館であること

から改正するものです。 

同じように、北部地区は未来創造館の中に北部公民館がありますが、未

来創造館については、現在、年末年始だけが休館で、そもそも土・日・祝

日は開館しております。そのため、未来創造館の中にある北部公民館につ

いても、今回の改正で土・日・祝日を開館することといたします。 

以下、説明省略 

 

 その他、ご質問はございませんか。 

 

 （「ありません。」の声あり。） 
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教育長 

 

委員一同 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育次長

兼教育総

務課長 

 

 

 

教育長 

 

委員 

 

教育次長

兼教育総

務課長 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

委員一同 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

第３号議案の３件について、原案どおり可決してよろしいでしょうか。 

 

異議なし。 

 

第３号議案「平戸市学校給食費条例を制定する条例について」「平戸市

公民館条例の一部を改正する条例について」「平戸市ふれあいセンター条

例の一部を改正する条例について」の３件は可決されました。 

 

続きまして、第４号議案平戸市学校給食費条例施行規則を制定する規則

について、事務局の説明を求めます。 

 

説明させていただきます。 

提案理由は、先ほど第３号議案でご説明申し上げました学校給食費を公

会計化にするにあたり、平成 29 年４月１日から円滑な事務処理等を図る

ため、関係規則を制定するものでございます。 

以下、説明省略 

 

事務局から説明がありましたが、意見、質問はございませんか。 

 

大島地区が 100円高いのはなぜ。 

 

大島地区のみ小中学校ともに 100円高くなっていますが、これは、他の

調理場より給食回数が多いためこのような金額設定となっております。 

 

 

その他ございませんか。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

 

第４号議案について、原案どおり可決してよろしいでしょうか。 

 

異議なし。 

 

第４号議案「平戸市学校給食費条例施行規則を制定する規則について」

は可決されました。 

 

続きまして、第５号議案平戸市学校給食共同調理場運営要綱の一部を改

正する告示について、事務局の説明を求めます。 



                                 ２月定例会 

- 7 -                
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教育長 
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教育長 

 

委員 

説明させていただきます。 

 学校給食共同調理場の運営において、平成 29 年４月から予定しており

ます学校給食の公会計化に伴い、先ほど説明した学校給食費に関する条例

等を制定することから、この要綱に係る学校給食費に係る条項について、

新たな条例等に移行することが適当と考えられることから、要綱の一部改

正を行うものです。 

以下、説明省略 

 

 第５号議案について事務局から説明がありましたが、意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

 

第５号議案について、原案どおり可決してよろしいでしょうか。 

 

異議なし。 

 

第５号議案「平戸市学校給食共同調理場運営要綱の一部を改正する告示

について」は可決されました。 

 

次、第６号議案から第８号議案までの平戸市大島村神浦伝統的建造物群

保存地区の特定物件の追加については、関連しておりますので続けて事務

局説明を求めます。 

 

説明させていただきます。 

平戸市大島村神浦伝統的建造物群保存地区の特定物件の追加について

は、去る２月 15 日に開催した平戸市伝統的建造物群保存地区保存審議会

に、教育長名にて３所有者４棟の特定物件追加について諮問したところで

す。これに対し、特別物件への追加を認めるとの答申がありましたので、

平戸市伝統的建造物群保存地区保存条例の第３条の規定により、教育委員

会の議決を求めるものであります。 

これらの３所有者４棟の物件については、平成 29 年度事業として修理

修景事業を実施する予定としておりまして、所有者の同意のもと特定物件

の追加をするものでございます。 

以上説明を終わります。 

 

第６号議案から第８号議案について、意見、質問はございませんか。 

 

大島の伝統的建造物群は、大島村のどの辺に何件特定されているのでし



                                 ２月定例会 

- 8 -                

 

 

 

 

文化交流

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

文化交流

課長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

委員一同 

 

教育長 

ょうか。また、どのような要件をクリアすれば特定物件となるのかを簡単

に説明願います。 

 

指定地区内に 315件ほど家がありまして、そのうち 137棟が特定物件の

指定を受け、178 棟については非特定物件となっております。特定物件に

なると改修の補助率が良かったり、補助の上限が高くなったりと有利な面

がありますが、簡単に滅失したり、改装したりすることが出来なくなるな

どの縛りがあります。その様なことについて、所有者から同意を得られま

すと特定物件として認定をされる流れとなっております。ただこの地区

315 棟ありますが、概ね 50 年を経過したものが文化財と呼ばれるわけで

すが、該当しないものも 50棟ほどあるといった状況です。特定物件には、

建築物と工作物及び環境物というような形で区分がされております。先ほ

どの 315件は建築物です。その他工作物として、石塔や石碑、共同井戸な

どの生活物件が 91件、それから墓地や樹木、庭園などの環境物件が 16件

ありまして、特定物件として指定を受けているのが、建築物 137件を含め、

全体で 244件、先ほどの 315件は建物の数となります。 

また補助の対象は、見える部分についてであり、特定物件は 90％、非特

定物件は 50％の補助率となっております。 

 

活用は、何か進んでいるのですか。 

 

地元で活用を検討する会とかも組織されていて、色々と保全活動をして

いただいておりますが、具体的な方法はまだ構築されていないのが実情で

す。少しずつではありますが、改修した家で簡易宿泊所を営むといった動

きがあっているようです。今は、実際住んでいる家を優先して改修してい

ますので、住まいとしての活用のみとなっております。これからは、活用

策を広げ、地元にお金が落ちるようなやり方を住民の方と一緒になって検

討協議していくことの必要性を感じております。 

 

他にご質問はございませんか。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

 

第６号議案から第８号議案までの３件については、原案どおり可決して

よろしいでしょうか。 

 

異議なし。 

 

第６号議案から第８号議案までの「平戸市大島村神浦伝統的建造物群保
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教育長 

 

 

 

学校教育

課長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

委員一同 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

生涯学習

課長 

 

生涯学習

課長 

 

教育長 

 

存地区の特定物件の追加について」は可決されました。 

 

（日程第６ 報告について） 

 それでは、日程第６報告について議題といたします。 

 第２号報告 平戸市立学校の通学区域に関する規則に基づく特別措置

について、事務局の説明を求めます。 

 

 資料に沿って説明いたします。 

 平成 29 年度の指定学校変更については、予め承認願いを出すことにな

っておりますので、一括して報告させていただいております。 

全部で 25件となっており、新規７件、継続 18件となっております。新

しく出された承認願いは、小学校１件、中学校６件となっております。 

 途中、説明省略  

以上説明を終わります。 

 

第２号報告について事務局から説明がありましたが、意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

 

それでは、第２号報告について、承認してよろしいでしょうか。 

 

異議なし。 

 

第２号報告「平戸市立学校の通学区域に関する規則に基づく特別措置に

ついて」は、承認いたしました。 

 

（日程第７ その他について） 

 日程第７その他について、議題といたします。 

 はじめに、（１）共催・後援等について事務局の説明を求めます。 

 

共催１件について、説明いたします。 

 以下、省略。 

  

後援２件について、説明いたします。 

以下、省略。 

 

 以上の共催、後援について、質疑等はありませんか。 
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教育長 

 

委員一同 

 

教育長 

 

 

総務施設

班長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育

課長 

（「ありません。」の声あり。） 

 

承認することでよろしいでしょうか。 

 

異議なし。 

 

共催１件及び後援２件については承認することといたします。 

次に、各課長報告です。お願いします。 

 

教育総務課から報告させていただきます。 

１月 31 日、新年度予算のうち ICT 教育事業について市長査定を受けま

した。 

２月３日、学校給食費条例に関連する条例等について例規審査会で審査

を受けました。 

８日、第３回学校予算委員会に出席しました。 

13 日 14 日の両日、中津良小学校及び根獅子小学校校区の学校の適正規

模・適正配置説明会に出席しました。 

18日、非常勤職員の面接試験を行いました。 

22 日、第２回拡大学校予算委員会ということで、平成 29 年度予算の概

要について学校長及び学校事務職員に説明しました。 

今後の予定ですが、２月 27 日、28 日両日、堤小学校及び野子小中学校

区の学校の適正規模・適正配置説明会に出席します。 

28日、野子小中学校に高島から通学児童生徒に対するスクールボート運

行について、学校、運行業者、地区との協議を宮の浦漁民研修センターで

行う予定です。 

以上で報告を終わります。 

 

学校教育課です。主なものを報告させていただきます。 

２月１日から３日間、学校教職員の人事作業で長崎市へ人事担当者が出

席しました。 

13日、平戸市小中学校教務主任研修会を行いまして、年間のカリキュラ

ムの進行状況等について確認をいたしました。 

15 日から 17 日にかけて、初任者の実施運営委員会と実地の協議会がご

ざいました。これについては、市と県の管轄でありますが、初任者の研修

がこれをもって終了いたしました。 

22日、志々伎小学校区において学校の適正規模・適正配置の説明会を開

催しました。 

今後の予定でございますが、２月 28 日、臨時教育委員会を開いていた

だくことになります。ここで人事の詳細についてご提案をさせていただき
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学校教育

課長 

 

 

 

 

 

 

生涯学習

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

ます。また、同日第２回平戸市生徒指導推進協議会を開催いたしますが、

これは平戸市の大きな事件が起こったときの対応する母体になる会議で

ございますが、この協議会を開催する予定となっております。 

３月３日、平戸市校長研修会が田平町民センターで行われます。 

15日、中学校の卒業式、16日に県内高校の入試の合格発表があります。 

17日、小学校の卒業証書の授与式となっております。 

24日、平成 28年度の終了式が全小中学校で行なわれ休業に入ります。 

 

生涯学習課です。主なものについて報告させていただきます。 

１月 26 日、第２回長崎県放課後子ども総合プランほか研修会が長崎で

あっております。 

27日、長崎県社会担当者・社会教育主事等研修会が大村で開催されまし

た。 

28日、第６回平戸市成人式実行委員会ということで、１月３日に行われ

ました成人式の反省会を未来創造館で行いました。 

２月１日、人権教育中央研修会ということで長崎市に出張しました。 

３日、中野小学校相撲場改修の市長陳情があっております。 

４日、平戸市小中学校 PTA会長研修会に出席しました。 

５日、平戸市公民館大会が開催されました。 

12日、生月ロード 2017大会が生月町で行われました。 

17 日から 19 日までの３日間、第 66 回郡市対抗県下一周駅伝大会が開

催されました。結果については、ここ２、３年最下位でしたが、監督等ス

タッフが色んな声かけをし、人材を発掘していただき何とか最下位を脱す

ることができました。 

19日、市民表彰式、スポーツ表彰式が開催されました。 

 今後の予定ですが、２月 24 日に生涯学習推進会議が未来創造館で開催

予定です。同日夕方、田平東小学校東っ子ふれあい教室打ち合せ会という

ことで開催が遅れておりましたので、29年度実施に向けての協議を行なう

こととしております。 

３月５日、第 61 回平戸市地域婦人大会がふれあいセンターで開催され

ます。 

同じく５日に第８回ねしこ食まつりが開催されます。 

18日、ツーデーウォークの宣伝ということで唐津市へ出張いたします。 

25日、長崎県ウォーキング協会定期総会が長崎市で開催されることとな

っております。 

以上報告を終わります。 

 

各課の報告が終わりました。何かご質問等ございませんか。 
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教育長 

 

 

 

学校教育

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「ありません。」の声あり。） 

 

経過報告をさせていただきます。 

学校の規模適正化については、現在、各校を回っているところです。進

捗状況について、担当より説明をいたします。 

 

これまでの概略といたしまして、堤小学校と中津良小学校につきまして

は、堤小学校が 12 月 16 日、中津良小学校が１月 17 日に第４回目の会議

を行いまして、合意をしたということはお伝えしているところです。その

後、１月 20 日に津吉小学校に説明に行き、受け入れ態勢の依頼をいたし

ました。 

 今現在は、堤小学校、中津良小学校以外の件について説明をスタートい

たしました。 

２月 14 日に根獅子小学校に参りました。地区の実情を考慮して、地区

の主だった方々に出席をいただき、説明を行い、参加者からご意見をいた

だきました。色々なご意見が出ましたが、その中には根獅子小学校はこの

まま守りたいとのご意見もありましたし、今後具体的な内容を持ってきて

欲しいと様々なご意見がございました。少し年配の方からは、学校が無く

なることは少し寂しいことであるとのご意見もありました。根獅子小学校

についても第２回の会を５月の中旬以降に設定して、引き続き協議を行な

うこととしております。 

また、昨日は志々伎小学校に保護者会の時間をいただいて説明に行って

参りました。特に質問はありませんでしたが、次回以降の会の中で具体的

な話を進めて行くということになりました。 

 それから、堤小学校へは２月 27 日に参ることになっております。今度

は５回目の会になりますが、統合に向けての要望と意見が出されておりま

すので、これについて、保護者や地区の方々にこれを提示しまして、この

件について教育委員会としてどのように対応していくかといくことを話

し合っていくことになると思います。様々なご意見があらゆる角度から寄

せられておりまして、出来ることと出来ないことがありますので、その辺

をご理解いただきながら話し合いを進めていきたいと考えております。 

 続きまして、来週の火曜日になりますが、野子小中学校に保護者会の時

間をいただいて話をすることになっております。 

なお、各学校の状況について改めて申しますと、根獅子小学校は、現在

34名の児童数で４学級です。１年生２年生が単式、３・４年生、５・６年

生が複式となっておりますが、次年度は完全複式の３学級になります。 

志々伎小学校は、現在 35名、１年生２年生が単式、３・４年生、５・６

年生が複式となっております。この状態がずっと続きますが、志々伎小学

校の場合は 35名から徐々に増えて、40名ほどになる見込みです。 
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課長 

 

 

 

 

教育長 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

教育次長

兼教育総

務課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

野子小中学校は、野子小学校が 36名、同じく４学級となっております。

野子小学校については徐々に減少していきます。野子中学校については、

現在複式がございます。人数は 13 名です。野子小中学校については、一

時的な増加はありますが徐々に減っていく傾向にあります。 

以上です。 

 

何かご質問はございますか。 

 

我々としては強行に進めようという気持ちはございません。機が熟せば

というところです。 

 

その他ございませんか。 

 

 (「ありません。」の声あり。) 

 

続いて、次長報告をお願いいたします。 

 

省略 

 

 

 

私から報告いたします。 

中体連については、現在、水泳競技、陸上競技、駅伝競技を別日程で行

っております。中体連の役員から、中学校の陸上競技については、できれ

ば松浦市と合同で佐世保市の陸上競技場を使ってやりたいとの申出があ

りました。松浦市は、次年度そのようにすると決定したようです。 

理由としては、子ども達が減ったことと、平日に実施してもいいんです

が、スタッフの問題やグランドの状態を考えれば本格的な陸上競技場で実

施をさせていただけないかとのことでありました。 

ただ、松浦市には 400メートルトラックが無いわけでありまして、平戸

市はそれが整備されている状況にあって、果たして、教育委員さんを始め、

議会等を含め、それをよしとしてもらえるものか心配しております。 

現場の意見は、出来る限り尊重してあげるべきとの基本的な考えはあり

ますが、受け入れられない部分もあるものですから、委員皆さんの意見も

いただきながら検討していきたいと考えておりますが、いかがでしょう

か。 

 

生徒数が少なくなっているとのことですが、その他どのような理由があ

るのでしょうか。 
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教育長 

 

委員 

 

 

 

 

委員 

 

学校教育

課長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

教育次長

兼教育総

申出の内容については、まず準備に関して、教員数が減っている状況に

おいて準備にかかる労力が大きくなっております。これが、佐世保の競技

場であれば、ほぼ環境が整っており準備が簡単であるとの理由でございま

す。 

また、日程的には雨が降ったら延期をせざるを得ないのですが、佐世保

の競技場については、観客席も整備されており、少々の雨でも実施できる

として中止のリスクが少ないということがございます。 

そして、生徒に本格的な陸上競技の経験を積ませてあげたいとの理由で

ございます。ただ、これについては、理解という点で、保護者の理解が得

られているのか、市や議会の理解が得られる状況にあるのかということが

問題かと思われます。また、生徒の移動時間が長くなってしまう。 

こちらからは、その前に、平戸市の競技場を使って実施する代替案はな

いのかということを申したところです。 

次年度について中体連としては、６月の中旬以降の日曜日にやってみよ

うと考えているようです。 

以上です。 

 

その他、ご意見はございませんか。 

 

生徒にとっては、少ない人数で競技するよりもレベルも高くなるし、い

い話だと思います。問題は、応援が遠くなることが理解が得られるものか、

それと平戸の会場を使わないとなると、平戸の施設も寂れてしまうのでは

ないかと心配するところです。 

 

平成 29年度実施はできるのでしょうか。 

 

難しいというか、残り実質３ヶ月の間に保護者への理解、現在アンケー

トを取っているようですが、保護者の中にも様々な意見があるようです。 

また、市長をはじめとして、議員や市の財政等との合意が得られるのか

ということも時間的に厳しいのかと考えます。 

 

色々と問題があり、もろ手を挙げて賛成とは言えないところですね。 

状況については分かりましたが、中体連担当からそういう申出があって

おりますので、将来に向けての検討をしていければと思います。 

 

次回教育委員会の開催日程について、事務局案を伺います。 

 

例年２月には臨時教育委員会を開いております。 

臨時教育委員会を２月 28 日の午前 10 時 30 分から開催したいと考えて
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兼教育総

務課長 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

おります。 

 

委員の皆さんのご都合はいかがでしょうか。 

 

(「いいです。」の声あり。) 

 

臨時教育委員会は、２月 28 日の午前 10 時 30 分から開催ということで

決定をさせていただきます。 

 

続きまして、３月定例教育委員会の日程ですが、３月 27 日午前９時 30

分から開催したいと考えております。 

 

 

委員の皆さんのご都合はいかがでしょうか。 

 

（「いいです。」の声あり。） 

 

 ３月定例教育委員会は、３月 27日の午前９時 30分から開催ということ

で決定させていただきます。 

 

以上をもちまして２月定例教育委員会を終了いたします。 

 

 

午前 11時 26分 閉会 

 

平成 29年３月 27日 

 

会議録署名人 

署名人  委員            

 

署名人  委員            

 

会議録調製職員 

 

 

 

 

 
 


